
 

保護者 様                                     峡 南 幼 稚 園                                 

園長 徳田 諭 

                             

出席停止についてのお知らせ  

お子さまがインフルエンザに感染したことから、他の幼児に感染させないため及び病気の悪化予防のため、「発症した後

５日を経過し、かつ、（幼児の場合）解熱後３日を経過するまで」の間、出席停止の措置を指示します。  

インフルエンザに感染した幼児は、学校保健安全法の規定により出席停止となり、その間は休んでも欠席日数にはなり

ません。なお、インフルエンザが治癒し、登園するときは、改めて「治癒したかどうか」医師の診察を受ける必要はありま

せんが、下記の「治癒報告書」をクラス担任に提出してください。  

この報告書は保護者の方に記入していただくものであり、医療機関に記入してもらうものではありません。  

（※この用紙はインフルエンザになられた場合利用するものですので大切に保管して下さい。） 
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                 治 癒 報 告 書        峡 南 幼 稚 園 

                                    クラス     学年     

 

                                    氏名                           

上記の者の下記疾患は、治癒しており他に感染のおそれはないことを報告します。  

記  

１ 疾患名 インフルエンザ  

２ 発病日 （咳・鼻水・発熱等かぜ様の症状が出た日）       平成   年   月   日 （   ）  

３ 受診した医療機関名及び受診日  

医療機関名                     受診日 平成   年   月   日 （   ）  

４ 治癒の根拠  

（１）発症した後５日を経過した。  

発症した日 
発症後 

1日目 

発症後 

２日目 

発症後 

３日目 

発症後 

４日目 

発症後 

５日目 

☆発症後 

６日目 

月   日 月   日 月   日 月   日 月   日 月   日 月   日 

（２）解熱日（平熱に下がった日）後、３日経過した。  

解熱日 
解熱後 

1日目 

解熱後 

２日目 

解熱後 

３日目 

☆解熱後 

４日目 

月   日 月   日 月   日 月   日 月   日 

（３）登園日 

（１）と（２）の太枠の日にちのうち遅いほうが登園日となります。  

 

５ おやすみした期間 平成   年   月   日 （   ） から  平成   年   月   日 （  ） まで  

 

園 長 様     

                            平成   年  月  日 

                                       

                               保護者氏名             印 

登園日 

月  日 


